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衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
い
わ
ゆ
る
特
定
秘
密
保
護
法
案
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
六
日
に
衆
議
院
で
修
正
の
上
可
決
さ
れ
た
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
（
以
下
「
本

法
案
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
特
定
秘
密
と
は
、
本
法
案
第
二
条
に
規
定
す
る
行
政
機
関
（
以
下
単
に
「
行
政
機
関
」
と

い
う
。
）
の
所
掌
事
務
に
係
る
本
法
案
別
表
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
う
ち

、
そ
の
漏
え
い
が
我
が
国
の
安
全
保
障
に
著
し
い
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
特
に
秘
匿
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
も
の
（
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
一
条
第
三
項
に
規

定
す
る
特
別
防
衛
秘
密
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
て
、
本
法
案
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
の
長
（
以

下
単
に
「
行
政
機
関
の
長
」
と
い
う
。
）
が
指
定
し
た
も
の
を
い
う
。

対
象
と
な
る
情
報
が
特
定
秘
密
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
行
政
機
関
の
長
が
個
別
具
体
的
な
状
況
に
即
し
て
行

う
も
の
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
「
現
時
点
で
」
、
「
該
当
す
る
案
件
は
ど
れ
だ
け
あ
る
か
」
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
「
公
務
員
」
の
語
句
は
用
い
て
い
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
公
務
員
が
一
�
の
秘
密
を
洩
ら
し
た
際
の
罰
則
」
で

あ
る
本
法
案
第
二
十
三
条
第
一
項
に
い
う
特
定
秘
密
の
取
扱
い
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
は
、
お
尋
ね
の
「
大
臣
、
副
大
臣

、
大
臣
政
務
官
」
も
、
該
当
し
得
る
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

適
性
評
価
は
、
適
性
評
価
の
対
象
と
な
る
者
に
つ
い
て
、
本
法
案
第
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
調

査
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
あ
る
公
務
員
が
該
当
す
る
か
否
か
」
の
判
断
は
、
そ
の
者
の
所
属
に
応
じ
て
、
行
政
機
関
の
長
又
は
警
視
総

監
若
し
く
は
道
府
県
警
察
本
部
長
が
行
う
。

八
か
ら
十
一
ま
で
に
つ
い
て

本
法
案
第
十
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
国
務
大
臣
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
に
つ
い
て
は
、
適
性

評
価
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
特
定
秘
密
の
取
扱
い
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
国
家
の
重
要
機
密
を

政
治
家
か
ら
隔
離
し
、
官
僚
に
よ
る
機
密
情
報
の
独
占
を
も
た
ら
す
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

十
二
及
び
十
三
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
の
「
そ
れ
以
外
の
秘
密
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
特
定
秘
密
以
外
の
公
務
員
が

職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十

号
）
等
に
よ
り
規
律
さ
れ
、
そ
の
漏
え
い
に
つ
い
て
は
罰
則
の
適
用
も
あ
る
。

三


